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中国セールスサポート業務委託仕様書

１　業務名
　　中国セールスサポート業務委託
２　業務の目的
本業務は、ＦＩＴ化や富裕層を中心とするカスタマイズ型（オーダーメイド）旅行化が著しい中国本土において、現地の有力旅行会社（ＯＴＡが運営する路面型旅行代理店を含む）への積極的かつ戦略的なセールスにより、具体的な旅行商品の造成を促し、本県の中国人宿泊者数を増加させることを目的とする。
３　委託契約の期間
　　契約締結日から令和９年３月３１日まで
４　業務内容詳細
[bookmark: _Hlk222643561]　　受託者は、本業務の実施にあたり、県が別途貸し出す「ターゲットペルソナ」を十分に分析し、そのペルソナに合致した具体的かつ効果的なアプローチ手法を提案すること。
　　また、近隣県の取組や本県の観光コンテンツ等を深く理解し、本県に適した旅行会社等を提案すること。
（１）中国現地旅行会社へのセールス業務
　　・本県が持つ観光資源を深く理解した上で、「ターゲットペルソナ」を誘客するために
必要な旅行会社とエリアを開拓すること。エリアは最も成約率が高いと見込まれる１
都市以上とし、開拓する旅行会社は２０社以上とすること。
　　・訪日旅行商品の造成及び販売の数量が多く、東北地方への送客実績や潜在能力の高
い旅行会社が好ましいが、本県にとって適した旅行会社があれば、その適している理
由を県に説明した上でセールスを行ってもよい。
　　・セールスは表敬訪問にとどまらず、可能な限り、旅行会社の商品造成担当者に直接
行うこと。セールスは会社訪問以外にも、オンラインやチャット、メール等、様々な手
段を講じて行ってもよい。
・旅行会社が商品を造成しやすいよう「実用的な情報（交通アクセス、宿泊地、モデル
コース）」をセールス時に商品造成担当者に伝えること。また、必要に応じて県内視察
を１回１名以上コーディネートし、解像度の高い「実用的な情報」を伝えること。
　　・セールスの頻度は、各社１月に１回以上とすること。
　　・旅行会社から本県に対して問い合わせ等がある場合は、県と旅行会社とのつなぎ役
を務めること。また、本県における中国人宿泊者数を増加させるために必要だと考える取組について、適宜、本県担当者にアドバイスを行うこと。
（２）県による現地セールスサポート業務（年２回程度）
　　・県が行う現地でのセールス活動について、訪問旅行会社等の提案、日程の調整と、同行及び通訳等のサポートを行うこと。
　　・県が行う現地でのセールス活動について、活動範囲は上海市とする。
[bookmark: _Hlk225763254]（３）中国旅行会社等と連携した販売員等向けセミナーの開催
　　・中国国内の旅行会社（ＯＴＡ含む）等と連携し、営業スタッフ、店舗販売員、チャットオペレーター等を対象とした商品販売セミナーを開催すること。
・中国旅行会社等に対して、説明会への参加要請及び実施に係る連絡調整を行うこと。実施方法については、旅行会社を訪問する等により対面若しくはオンライン等で実施すること。なお、参加要請する旅行会社については、県と協議の上、決定すること。
　　・本県の観光資料等を簡体字に翻訳し、説明会において使用すること。なお、使用する資料については、県と協議の上、決定すること。
　　・参加者に対し、本県の観光プレゼンテーションを実施するとともに、旅行会社からの質疑にも対応すること。なお、プレゼンテーションの内容については、全て一律のものとするのではなく、旅行会社の特性や要望に合わせて、適宜変更すること。
　　・発注者と協議の上、本県の観光ＰＲ等につながるようなノベルティ等を手配し、説明会に参加した旅行会社に贈呈すること。
　　・セミナーの開催回数は３回以上とすること。

５　成果物
　・セールスレポート（３か月に１回）
　・実績報告書（１部）

[bookmark: _Hlk222646513]６　契約に関する条件等
（１）報告書の提出
　　・本業務の実施状況については、契約期間満了時には実績報告書を提出すること。
　　・上記報告のほか、必要な場合は適宜書面にて状況を報告すること。
（２）再委託等について
・受託者は本業務のすべてを第三者に再委託し、又は、請け負わせてはいけない。
・受託者は本業務の一部を第三者に再委託することができるが、その場合は再委託先
の概要と責任者を明記し、再委託する業務の内容、実施体制等を事前に書面にて提出
して委託者の承認を得るものとする。
（３）業務の履行に関する措置
・委託者は本業務（再委託した場合を含む）の履行につき著しく不適当と認められると
きは、受託者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを要
求する場合がある。
・受託者は前記要求があったときは、当該要求に係る対応を決定し、１０日以内に委託
者に書面で提出しなければならない。
（４）その他
・受託者は本業務（再委託をした場合を含む）を通じて知り得た情報を機密情報として
扱い目的外の利用、第三者に開示、漏えいしてはならない。また、契約終了後も同様と
する。
・受託者は本業務（再委託をした場合を含む）を履行する上で、著作権、肖像権や個人
情報を取り扱う場合は、関係法令等を遵守すること。
・この仕様書に定めのない事項については、両者協議の上、決定する。


